
 

グローバル人材育成センター埼玉運営協議会 会則 

 

第１章 総則 

 （名称） 

第１条 本会は、グローバル人材育成センター埼玉運営協議会（以下「協議会」とい

う。）と称する。 

 

 （目的） 

第２条 本会は、大学、産業界及び行政が一体となって、海外留学を主とした海外経

験を持つ若者及び外国人留学生の両者を対象に、世界を舞台に活躍することができ

るグローバル人材を育成するとともに、埼玉県との強い絆を保ちながら、その活躍

を促すことを目的とする。 

 

 （事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 

（１）グローバル人材育成センター埼玉（英字名：Saitama Center for Go Global 

Students 、略称：Go Global Saitama - GGS）（以下「センター」という）が主催

する事業の協議 

（２）その他目的達成のために、必要な事項 

 

第２章 会員 

 （会員） 

第４条 本会は、第２条の目的に賛同する次条の規定による入会の申込をした次の会

員をもって構成する。 

（１）大学会員   県内大学等 

（２）経済団体会員 県内経済団体 

（３）行政会員   県内行政機関等 

 

 （入会） 

第５条 会員として入会しようとする者は、入会申込書（様式第１号）を提出するも

のとする。 

 

 （会費） 

第６条 会員は、別に定める会費規程の定めるところによって会費を支払わなければ

ならない。但し、別に定める会員については、会費を免除することができる。  

 

 （退会） 

第７条 会員は、退会しようとするときは、退会届を提出しなければならない。  

２ 会員は、第 27 条に規定する会計年度の途中において退会したときも、当該年度の

会費を支払わなければならない。 

 

 

 

 



 

 

第３章 法人賛助会員 

 （定義） 

第８条 法人賛助会員は、本会に賛同しグローバル人材育成センター埼玉の維持運営

並びに事業の遂行に協力する県内企業（以下「法人賛助会員」という。）とする。 

 

 （入会） 

第９条 新たに法人賛助会員となるには、別に定める入会申込書（様式第２号）を提

出するものとする。 

 

 （会費） 

第１０条 法人賛助会員は、別に定める会費規程の定めるところによって会費を支払

わなければならない。  

 

 （特典） 

第１１条 法人賛助会員には、センターのホームページでのＰＲなどの特典を付与す

る。 

 

第４章 役員 

 （役員） 

第１２条  協議会に、次の役員を置く。 

（１）会 長 １名 

（２）副会長 ２名 

（３）監 事 ２名 

２ 会長は、埼玉県県民生活部長をもって充てる。 

３ 副会長及び監事は、協議会の互選により選出する。 

 

 （役員の職務） 

第１３条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定め

た順序に従って会長の職務を代行する。 

３ 監事は、協議会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

 

第５章 総会 

 （構成） 

第１４条 総会は、会員（大学会員、経済団体会員、行政会員）をもって構成する。 

 

 （機能） 

第１５条 総会は、以下について協議を行う。 

（１）事業計画 

（２）事業報告 

（３）会則の変更又は廃止 

（４）その他協議会の運営に関する重要な事項 

 

 



 

 

 （開催） 

第１６条 総会は、年１回以上、会長の招集により開催する。 

 

 （議長）  

第１７条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

 （定足数） 

第１８条 総会は、会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 

 

第６章 幹事会 

 （設置） 

第１９条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事は、別表に掲げる会員団体の長が推薦する。 

 

 （幹事長） 

第２０条 幹事長は、埼玉県県民生活部国際課長をもって充てる。 

 

 （機能） 

第２１条 幹事会は、次の事項を協議する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）総会で了承された事項の執行に関する事項 

（３）その他必要事項 

 

 （開催） 

第２２条 幹事会は、次に掲げる場合に開催する。 

（１）幹事長が必要と認めたとき。 

（２）幹事会構成員３分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

 

 （議長等） 

第２３条 幹事会の議長及び定足数については、第 17 条及び第 18 条を準用し、両条に

おける総会を幹事会に、会長を幹事長に、会員を幹事会構成員に読み替えるものとす

る。 

 

第７章 事務局 

 （設置） 

第２４条 協議会の事務局は、公益財団法人埼玉県国際交流協会内に置く。 

 

第８章 会 計 

 （事業計画及び予算） 

第２５条 協議会の事業計画及び予算は、会長が作成し、当該年度開始前に総会で協

議しなければならない。 

 



 

 

 （事業報告書等） 

第２６条 協議会の事業報告書並びに収支計算書は、会長が作成し年度終了後２か月

以内に、監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。 

 

 （会計年度） 

第２７条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第９章 会則の変更及び解散 

 （会則の変更） 

第２８条 この会則は、総会において会員総数の３分の２以上の議決を得なければ変

更することができない。 

 

 （解散） 

第２９条 協議会は、次に掲げる事由により解散する。 

（１）総会における会員総数の４分の３以上の議決 

（２）法人化 

２ 協議会の解散の場合における残余財産の処分方法は、総会の決議をもってこれを

定める。 

 

第１０章 補則 

 （委任） 

第３０条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に

定める。 

 

 

  附 則 

１ この会則は、平成２５年４月１７日から施行する。 

２ 協議会の設立当初の会計年度は、第 27 条の規定に関わらず協議会設立の日から平

成２６年３月３１日までとする。 


